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第1章 計画の策定に当たって

本市では、令和５年７月に、「誰もが自由に移動ができる まちづくりと連携した 持続可能な地
域公共交通」を目指し、府中市地域公共交通計画を策定しました。
地域公共交通計画の施策のうち、バス路線の効率化と基幹交通軸の維持・向上については、地
域公共交通ネットワークの再編を事業に位置付け、重点的に進めていくこととしていますが、市民
生活や交通事業への影響が大きいため、計画的に事業を推進していく必要があることから、令和
７年度から令和１１年度までの５年間を計画期間とする府中市地域公共交通ネットワーク再編計
画を定めるものです。

目的

位置
付け

本計画の対象は、市内を
運行する鉄道、路線バス、
コミュニティバス、タクシー
等の公共交通とします。
また、既存の公共交通だ
けでなく、現在市内で運行
していない公共交通の形
態を含む新たな移動手段
を検討の対象とします。

地域公共交通計画では、「誰もが自由に移動ができる まちづくりと連携した 持続可能な地域
公共交通」の実現を目指し、6つの目標、12の施策、30の事業を位置付けています。

第２章 地域公共交通計画の概要

概要

市内各所から市中心部へのアクセス
を効率的・効果的に確保する

目
標
１

地区内における生活・移動をより便
利にする

目
標
２

地区間や市内外への移動の利便性を
維持・向上する

目
標
３

年齢やライフステージ、身体状況等
によらず、市民が必要な移動ができ
るようにする

目
標
４

誰もが安心・快適に移動できるよう
にする

目
標
５

交通サービスを将来にわたり提供で
きるようにする

目
標
６

１

詳細は府中市ホームページ
「府中市地域公共交通計画」
をご覧ください。

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/chiiki_koukyou_koutu_keikaku.html

期間

本計画の期間は、地域
公共交通計画の計画期間
を踏まえ、令和７年度から
令和１１年度までの５年間
とします。
バス路線の再編は、令和
８年度からの実施を目指
します。

対象

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/tosikiban/chiiki_koukyou_koutu_keikaku.html


第３章 再編方針とコミュニティバス運行目的

地域公共交通ネットワークの再編は、地域公共交通計画の趣旨を踏まえて、総合的な観点から検
討する必要があることから、具体的な路線等の検討をする前に、再編内容を決定するための原則
となる地域公共交通ネットワーク再編方針を設定しました。

府中市コミュニティバス「ちゅうバス」は、平成１５年度に３つの導入目的をもって運行を開始しま
した。その後、２１年が経過する中で、上位計画の改定や地域公共交通計画の策定などが行われて
いることから、当初の導入目的を踏襲しつつ、次のとおり再編後のちゅうバスの運行目的を定め
ました。

2

方針

運行
目的

当初のちゅうバスの導入目的

再編後のちゅうバスの運行目的



第４章 再編対象の検討

３

再編方針を踏まえ、基幹交通軸を維持することや、現在の地域公共交通ネットワークにおける
各課題に対応した再編を検討するため、重複、長大、収支及び需給課題に関係するバス路線を、
再編対象路線候補として選定しました。

概要

再編対象路線候補一覧

市内外の交通結節点を高頻度でつなぎ、
市のまちづくりの根幹となる交通軸
（鉄道・運行本数の多い路線バス）を維
持する。

基幹
交通軸

限られた輸送力を効率的に配分するた
め、鉄道、路線バス、ちゅうバスが重複
して運行している区間は解消を目指す。

重複
課題

利便性の向上や維持経費の縮小のため、
ちゅうバスの路線延長が１０ｋｍ以上の
場合は、路線の短絡化を目指す。

長大
課題

持続可能な財政負担を確保するため、
ちゅうバスの収支率（運行経費に対す
る運賃収入の割合）は６０％以上を目
指す。

収支
課題

市民の移動実態（日用品の買物、通院
等）に対して、公共交通を利用しにくい
状況がある場合は、対応する移動手段
を検討する。

移動
ニーズ
課題

令和１１年時点で乗務員が約30%不足
することや、一部の路線バスが維持で
きない状況に対応した運行台数を検討
する。

需給
課題

再編対象路線候補

主な重複区間主な重複路線/維持困難路線ちゅうバス

府中三郵便局～ルミエール府中京王バス 寺９２系統

多磨町ルート

・収支率５１％

・路線延長１３．５ｋｍ

重
複
課
題
・長
大
課
題
・収
支
課
題
・需
給
課
題

府中三郵便局～ルミエール府中京王バス 武７３系統

天神町二丁目京王バス 武７１系統

東府中駅～人見街道入口京王バス 府７５系統

多磨霊園表門京王バス 磨０１等系統

府中駅～東府中駅ちゅうバス朝日町ルート

府中駅～東府中駅京王線

朝日町ルート

・収支率５２％

・路線延長１５.８４km

榊原記念病院～多磨駅京王バス 調33系統

榊原記念病院～多磨駅京王バス 飛02系統

榊原記念病院～多磨駅小田急バス 鷹52系統

府中駅～東府中駅ちゅうバス多磨町ルート

府中駅～武蔵野台駅京王線押立町ルート

・収支率４６％

・路線延長１６.８３ｋｍ
押立町五丁目、押立神社京王バス 調51系統

府中駅～清水が丘二丁目ちゅうバス是政循環

府中駅～清水が丘二丁目ちゅうバス押立町ルート是政循環

・収支率６５％

・路線延長８.０８ｋｍ 是政駅京王バス 府６１系統

北山町二丁目～北山町四丁目、

療育センター前、武蔵台文化センター西

京王バス 西国４５系統

北山町循環

・収支率３４％

・路線延長１１.８８ｋｍ

京王バス 西府０１系統

本宿小学校～東芝南門京王バス 府４６系統

療育センター前、武蔵台文化センター西京王バス 永８０系統

療育センター前、武蔵台文化センター西京王バス 永８１系統

府中駅～中河原駅京王線

よつや苑西ルート

・収支率５５％

・路線延長１６.７４ｋｍ

稲荷神社、中河原駅京王バス 中０２系統

稲荷神社、中河原駅京王バス 桜０８系統

分倍河原駅～南町二丁目京王バス 分５２系統

府中駅～南町二丁目京王バス 府５２系統

四谷六丁目～日新町中央京王バス 中０３系統四谷六丁目ルート

・収支率６３％

・路線延長５.７５km
三屋、三屋通り中、稲荷神社、中河原駅京王バス 中０２系統

三屋、三屋通り中、稲荷神社、中河原駅京王バス 桜０８系統



第５章 バス路線再編案の検討

再編案
たたき台

第４章までの検討を踏まえ、再編案のたたき台を2案（府中駅接続案・最寄り駅接続案）作成し、バス路線
の再編に関する地域意見交換会及びアンケートを行いました。（p４～５）
また、市民・利用者の皆様からのご意見や、乗務員不足の深刻化と車両削減の必要性に関する事業者か
らの申出（p５）、学識経験者の見解などを踏まえ、再編案を3案（意見交換会修正案・供給重視案・需要重
視案）作成しました。（p６）
さらに、３案それぞれの利用需要分析（p７）を行ったうえで、各課題や意見に可能な限り対応するように
各案を総合した案として、令和8年度時点再編案を作成しました。（p８～１０）

たたき台（府中駅接続案） たたき台（最寄り駅接続案）

再編案検討過程

たたき台（府中駅接続案）
再編方針、再編に関する各課題への対応１

たたき台（最寄り駅接続案）

意見交換会修正案
バス路線の再編に関する地域意見交換会・アンケート、バス事業者との
協議、地域公共交通協議会事業者部会での協議

２ 供給重視案

需要重視案

令和8年度時点再編案（第7章）
利用需要分析、運行シミュレーション、運行事業者による検証、地域公共
交通協議会での協議

３

令和６年４月１２日（金）～２７日（土）日時

広報ふちゅう（令和６年４月１日号）、ホームページ、
ＬＩＮＥ、Ｘ、メール配信、自治会長宛の通知

周知
方法

バス路線再編案たたき台を示し、利用者の視点か
らグループワーク形式で、ルート（運行道路、起終
点、経由地）、バス停、サービス（時間帯、運行頻度、
料金）等について意見交換

実施
方法

１１回（全文化センター）、延べ115名
参加
者数

意見交換会

アンケート 令和６年５月１７日（金）～３１日（金）日時

ホームページ、車内ポスター、ＬＩＮＥ、Ｘ、メール配
信、市役所おもやデジタルサイネージ、府中駅停留
所付近へのポスター掲示、各文化センターへの配
架

周知
方法

オンラインフォーム（回答できない方は文化セン
ターに配架した調査票で回答）

実施
方法

・ちゅうバス路線の考え方（府中駅接続案と最寄り
駅接続案）について
・運賃設定について
・バス停、その他自由意見

質問
項目

９５９件
回答
数

４



意見交換会
結果

再編案（たたき台）に対しては、日用品以外の買物需要や電車への乗換えの不便さなど
から、府中駅接続を維持する意見が多い状況でした。運賃に関しては、値上げに反対する
意見が多い一方、高齢者等への割引制度があれば値上げを許容する意見もありました。

アンケート
結果

再編案（たたき台）に対しては、府中駅接続を希望する方が60％、最寄り駅接続を希望
する方が40％でした。また、運賃の値上げはやむを得ないという方が６７％と、公共交
通を維持するために運賃収入の増加を目指すことに一定の理解を得られています。

バス事業者
申出書

バス事業者は、令和６年４月に改正された改善基準告示に対応した勤務体制にする
ほか、給与の引上げなどの乗務員の働きやすさ向上に努めていましたが、乗務員不足
の状況は改善されず、一般路線バスの減便や他市のコミュニティバスにおいて事業
の継続が困難になるなど、バス事業の状況は変化しており、本市においても、令和６
年７月に、ちゅうバスの運行事業者から「府中市バス路線再編に係る必要バス台数削
減のお願い」が提出されました。
これにより、再編案におけるコミュニティバスの台数は、現状の１８台から上限14台
で検討し、令和8年度時点では維持が困難であるとされた路線バスの台数6台分を含
めて、現在の輸送規模である24台から１０台程度減らす必要が生じました。

５

参加者の属性

参加者の属性

路線について 運賃について



再編案
3案

趣旨再編案の名称
再編案たたき台から地域意見交換会等の意見を踏まえ修正意見交換会修正案
乗務員不足を踏まえ、鉄道との役割分担と最寄り駅接続を重視供給重視案
現行路線の利用状況が一定以上の区間のサービス維持を重視需要重視案

意見交換会修正案

供給重視案

需要重視案

特徴

府中駅接続を維持

最寄り駅接続を追加

長大路線を一部維持

新規路線の実証運行

運行頻度の少ない路線バスとの

重複箇所を維持

特徴

原則最寄り駅接続

バス車両による対応

長大路線の解消

新規路線の実証運行

特徴

府中駅接続を維持

原則全ての路線で３０分間隔を

維持

現行路線で利用者数が多い区間
を維持し収支課題に対応

新規路線及び一部最寄り駅接続

区間は実証運行

一部時間帯のみ運行や休日ダイ
ヤの設定

是政循環のちゅうバス維持

６



利用需要
分析

７

使用可能なバス車両数が限られるなかで、バス以外の手段も活用しながら必要なサービス
水準を維持するため、３つの再編案を総合した案を検討するにあたり、各再編案の利用者数
の見込みを推計し、各路線の需要を検証しました。

再編後路線の利用者数の推計

現行ちゅうバス路線の停留所ごとの利用者数と、ど
の停留所からどの停留所まで移動しているかを整理
したOD表を作成し、再編案の路線の利用者数を推
計しました。

バス停間最大通過人員の推計

現行路線の輸送密度の状況などから試算して、再編
後の各停留所間の乗客数を算出し、バス車両を使用
しなければ乗り切れない乗客数がいる区間を整理し
ました。

意
見
交
換
会
修
正
案

供
給
重
視
案

需
要
重
視
案

現
在
の
ち
ゅ
う
バ
ス

輸送密度の大きい路線

○路線バス中０２系統からの転
換として検討していた四谷ルー
トは、中０２と同一時間帯で転
換するとちゅうバスでは輸送力
が不足することが分かりました。

○路線バス分５２系統からの転
換として検討していた郷土の森
循環は、通常時の輸送密度は大
きくないものの、イベント開催
時などに一時的に輸送力が不足
する可能性があることが分かり
ました。

○一般路線バス化を検討してい
た是政循環は、路線バスに転換
するほどの輸送密度がないこと
が分かりました。

輸送密度の小さい路線

四谷六丁目ルート、よつや苑
西循環（よつや苑西ルートの中
河原以西の区間）、新府中街道
ルート（維持困難路線西府０１
系統からの転換）、本宿町ルー
ト（北山町循環の一部）の４路
線は、乗車定員９人の乗合タク
シーで運行できる可能性がある
ことがわかりました。

輸送密度の妥当な路線

現状の多磨町ルート、押立町
ルート、朝日町ルート、よつや苑
西ルートの南町区間に関しては、
ちゅうバスとして運行するのに妥
当な輸送密度であることが分か
りました。



第６章 新たな移動手段の検討

バス車両の乗車定員に見合う利用がない場合の交通手段の転換として、新たな移動手段の導入可能性の有無を
検証しました。ちゅうバスの運行規模を考慮し、代替手段として活用可能なワゴン車両を使用したデマンド型交通
について、AIを用いた運行シミュレーションで検証したところ、5路線で最も利用者数が少ない北山町循環のエリ
アでも輸送効率や利便性が大きく低下することがわかりました。
このため、既存の交通手段からの転換を検討する場合は、一定の乗車定員がありタクシー事業者による運行が可
能なワゴン車両を使用し、デマンド型交通ではなく定時定路線型での運行を検討することとしました。

８

第７章 地域公共交通ネットワーク再編案

前章までの検討経過を踏まえ、基幹交通軸の維持、各課題や意見への対応、利用状況に応じた必要なサービス
水準の確保を目指した総合的な案として、令和8年度からの地域公共交通ネットワーク再編案を作成しました。

概要延長運行間隔台数使用車両路線名（仮称）

路線バス重複・低利用区間を短縮し、サービス
水準を維持

12.1km３０分３台
バス

（定員３５名）
多磨町ルート

路線バス重複・低利用区間を短縮し、サービス
水準を維持

6.4km３０分１台
バス

（定員３５名）
本宿町循環

廃止となる路線バス分５２、府５２の代替、交通
不便地域解消に加え、２路線を重ねて運行する
ことで、府中駅・是政駅間のサービス水準を維
持

8.1km３０分

３台
バス

（定員５８名）

是政循環

13.2km60分郷土の森循環

廃止となる路線バス中０２、中０３の代替に加え、
２路線を４台で運行することで、府中駅・中河原
駅間及び四谷エリアのサービス水準を維持

11.0km３０分

４台
バス

（定員３５名）

南町ルート

7.5km３０分四谷循環

利用者数を踏まえワゴン車両に転換、ルート変
更による短絡化を検討

6.0km４５分１台
ワゴン
（定員９名）

よつや苑西循環

路線バス重複・低利用区間がないため、現状路
線・サービス水準を維持

16.8km３０分３台
バス

（定員３５名）
押立町ルート

路線バス・鉄道重複区間を維持するため、サー
ビス水準が若干低下

15.8km４５分２台
バス

（定員３５名）
朝日町ルート

廃止となる路線バス西府０１及び北山町循環の
代替、ワゴン車両による実証運行

9.2km６０分１台
ワゴン
（定員９名）

武蔵台循環
（実証運行）

廃止となる西府０１、永８０、永８１及び北山町
循環の代替、分梅町周辺の交通不便地域解消、
ワゴン車両による実証運行

12.1km９０分１台
ワゴン
（定員９名）

新府中街道ルート
（実証運行）

運賃

ちゅうバス運賃は、再編後の運行経費の見込がワゴン車両を含めて約4億円、運賃100円の場合の収入の見
込が約2億円であることから、今後の持続可能性を考慮し、値上げを検討します。
具体的な運賃は、路線バスとの運賃格差、割引サービスの検討、値上げによる利用者数の減少割合を考慮し、
道路運送法に基づく運賃協議会を開催して決定します。

再編案概要 ※路線図は次ページ

※概ね現在の路線となった平成２９年度時点との比較。運行経費から運賃等収入を差し引いた額を補助（経費=補助金＋収入）。

運行経費 増加率
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第８章 推進体制・評価方法

再編や関係する施策の実施は、学識経験者、公共交通事業者、福祉関係団体、公募市民などで構成さ
れる地域公共交通協議会に諮り、推進していきます。さらに、同協議会の事業者部会をはじめとして、
本市に関連する公共交通事業者と緊密に連携を取りながら、利便性の高い公共交通を維持するよう努
めます。

推進

本計画に基づく令和８年度時点の再編案が、各種課題の解消などに繋がり、持続可能な地域公共交
通ネットワークとして機能しているかについては、次の目標値の達成状況により評価します。評価

また、令和８年度時点の再編後においても、乗務員不足のさらなる深刻化などによる路線バスの維持
困難状況や、再編後路線の実際の利用状況に対応し、柔軟に交通ネットワークを維持していくため、収
支率や輸送密度などの指標に応じて、路線バスからコミュニティバス、コミュニティバスからワゴンな
ど小型乗合車両、その他の手段へと移動手段を転換していく考え方を整理しています。

評価年度目標値項目

令和８年度～年間２１０万人１ ちゅうバス路線（バス）の利用者数

令和８年度～６０％２ ちゅうバス路線（バス）の収支率

令和１０年度２５０人/日/ｋｍ以上３ ちゅうバス路線（バス）の輸送密度

令和８年度～年間１５万人４ ちゅうバス路線（ワゴン）の利用者数

令和８年度～２０％５ ちゅうバス路線（ワゴン）の収支率

令和１０年度現状以下６ 公共交通空白・不便地域の割合

府中市都市整備部計画課 交通企画担当
〒183-0056
東京都府中市寿町1-5 府中駅北第二庁舎7階
Mail tosikei03@city.fuchu.tokyo.jp
TEL 042-335-4325

発行

移動手段転換の考え方
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